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きたかみ
景観資産

和賀川と松林

JR北上線

225

和賀東中

和賀中央橋

和賀東小

煤孫橋

107

県道北上和賀線

107

和賀川

至江釣子球場

▲

次の広報発行日は10月11日(金)です ▲

　　　

　護岸で守られた河川敷に、樹齢50年以上の松の木

60本が林を形成しており、木々の間からは和賀川の

流れと美しい奥羽の山並みを眺めることができる。

垂
た る い

井の里 和賀川と松林

■登録番号　２
■認定団体　長沼一区・二区自治会
■所  在  地　和賀町長沼10地割
■｢きたかみ景観資産｣認定日　平成22年２月５日
■活動内容　水辺と松林空間を利用した憩いの場つく
　　　　　　り、笹竹などの雑木草の伐採、刈り払い
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　皆さんの大切な景観資源とそれを守り、創
つく

り、育てる活動を｢きたかみ景観資産｣として認定しています。
景観資源とそれらを維持・改善・継承する活動をぜひご応募ください。認定された資産は、景観資産マップ
や市のホームページで情報発信するほか、認定プレートを贈呈します。△

応募方法…所定の申請書に記入の上、11月29日(金)までに都市計画課 (☎72-8276)へ
※詳しくは、市のホームページまたは各庁舎と各地区の交流センターに設置している募集要項をご覧ください。

｢きたかみ景観資産｣を募集します


